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1.　はじめに

CM（Construction Management）方式とは，
建設生産に関わるプロジェクトにおいて，コンス
トラクションマネージャー（CMR）が技術的な
中立性を保ちつつ発注者の側に立って，設計・発
注・施工の各段階において，設計や工事発注方式
の検討，工程管理，品質管理，コスト管理などの
各種マネジメント業務の全部又は一部を行うもの
である。

CMR が，こうしたマネジメント業務のみを行
う方式をピュア型 CM 方式と呼び，発注者に代

わり CMR が工事受注者と直接契約することによ
り，CMR にマネジメント業務に加え施工に関す
るリスクを負わせる場合の CM 方式をアットリ
スク型 CM 方式と呼ぶ（図－ 1）。

我が国においては，ピュア型 CM 方式を中心に
して，これまで多くの検証が重ねられ，公共事業
における CM 方式活用事例のほとんどはピュア型
CM 方式となっている。

2.　国土交通省におけるCM方式に
関する取組

CM 方式は，1960 年代のアメリカの民間工事
におけるプロジェクト実施方式の一種として始ま

ったとされ，1970 年代初頭には本格
的にアメリカで展開され始めた。アメ
リカで本格的に導入が進みだしたこ
ろ，日本では海外プロジェクトの一部
で導入され始めたが，日本国内での事
例は 1980 年代後半になって，民間工
事で散見される程度であった。

国土交通省における CM 方式に関
する取組は，平成 5 年（1993 年）か
ら始まり，CM 業務に対するニーズや
業態のあり方も含めた検討を行い，平
成 14 年（2002 年）には CM 方式に関
する初のガイドラインとして『CM 方
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図－ 1　CM方式の類型
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式活用ガイドライン』を取りまとめた。
その後，少しずつ広がりを見せていた CM 方

式は，東日本大震災の復旧復興事業において幅広
く活用されたことや，平成 26 年（2014 年）の品
確法の一部改正において，発注関係事務を適切に
実施することができる者（CMR）の活用につい
て規定されたことを受け，大きな転機を迎えた。

急速に拡大する CM 方式へのニーズの背景に
は，地方公共団体における技術者不足の問題や，
庁舎や学校などの公共建築物の多くが更新期を迎
えることなどがあったので，この頃から，地方の
小規模な公共発注者が CM 方式を活用する場面
を想定した議論を進め，令和 2 年（2020 年）に『地
方公共団体におけるピュア型 CM 方式活用ガイ
ドライン』を策定，公表した。

また，CM 方式の導入を検討する実務担当者に
とって参考となる情報の提供を目的に，CM 方式
の契約内容や導入効果に加え，CM 方式導入の端
緒や過程，発注手続きなど，CM 方式が重点的に
活用されている分野（災害復旧事業，庁舎・学校・
病院等の建築事業等）を中心に 28 事例（建築事
業 20 事例，土木事業 8 事例）を掲載した『CM
方式活用事例集−知りたいが見つかる 28 選−』
を令和 3 年（2021 年）6 月に公表した（図－ 2）

（https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/
totikensangyo_const_tk1_000102.html）。

3.　地方公共団体におけるCM方式
活用の現状

令和 2 年 12 月に国土交通省で実施した，全国
で初となる公共事業におけるピュア型 CM 方式
活用実態調査結果の概要について紹介する（図－
3）（https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/
content/001401550.pdf）。
⑴　建築事業

建築事業については，東京都での実績が 59
件，大阪府での実績が 37 件と突出して多く，全

図－ 2　CM方式活用事例集の構成

事例集の構成

図－ 3　ピュア型 CM方式活用実態調査の調査概要

調査概要
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国の CM 業務実績のうち，44% が関東地域，
22% が近畿地域となっており，業務実績の大部
分が都市部に集中している（図－ 4）。

CM 業務を活用した事業の施設用途は，学校・
庁舎等・病院等の三つの用途で約 7 割を占める。
発注者の構成としては，市区町村が最も多い（図
－ 5）。

年度別の業務件数と対象事業の規模を分析する
と，平成 26 年の品確法の一部改正以降，業務件
数は大幅に増加している。また，対象事業の規模
は，比較的小規模な事業から大規模な事業まで幅

広く活用されており，特に近年では事業費 30 億
円未満の比較的小規模な事業における実績が増加
している（図－ 6）。

⑵　土木事業
土木事業については，福島県，宮城県，岩手県

での実績が多く，全国の実績のうち，約 8 割が東
北地域に集中している（図－ 7）。

CM 業務を活用した事業の区分は，約 6 割が災
害復旧事業となっている。発注者の構成として
は，都道府県が 71% で最も多い（図－ 8）。

図－ 5　施設用途と発注者の構成（建築事業）

施設用途 発注者の構成

都道府県別の業務件数 地域別の構成比率

図－ 4　都道府県・地域別の業務件数（建築事業）

20 建設マネジメント技術　　2021 年 10 月号

建マネ2110_05_特集_3_三_cc17.indd   20 2021/10/05   17:26



特集多様な入札契約方式の導入・活用多様な入札契約方式の導入・活用

図－ 6　年度別の業務件数と対象事業の規模（建築事業）

年度別の業務件数と対象事業の規模

図－ 8　事業区分と発注者の構成（土木事業）

事業区分 発注者の構成

都道府県別の業務件数 地域別の構成比率

図－ 7　都道府県・地域別の業務件数（土木事業）
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年度別の業務件数と対象事業の区分を分析する
と，建築事業と同様に，平成 26 年の品確法の一
部改正以降，業務件数は大幅に増加している。ま
た，近年では，新設・維持事業，その他事業（造
成・港湾・公園・基地等）における実績が増加し
ている（図－ 9）。

4.　公共事業におけるCM方式活用
のポイント

CM 方式活用事例集では，「発注者の声」とし
て，CM 方式を活用した地方公共団体の実務担当
者から見た活用のポイントを掲載している。主な
声をまとめると，公共事業における CM 方式活
用のポイントとして図－ 10に示す点に留意しな
がら，CM 方式を活用していくことが，円滑な事
業運営につながるといえる。
『地方公共団体におけるピュア型 CM 方式活用

ガイドライン』では，標準約款と役割分担表（例）
を示すとともに，CM 方式の活用に当たっての留
意事項や積算の考え方など，地方公共団体の実務
者に向けた内容を掲載しており，事例集と合わせ
て参照されたい。

5.　おわりに

国土交通省では，発注者体制の補完手法の一つ
として CM 方式が適切に活用されるよう，ガイド
ラインの作成，事例集の作成，モデル事業による
事例の創出，相談窓口によるサポートの四つの取

組を行っている。こうしたツールを最大限に活用
し，地方公共団体における CM 方式活用の実務
面のサポートを充実させながら，CM 方式のさら
なる活用促進に向けて取り組んでいく（図－ 11）。

図－ 9　年度別の業務件数と対象事業の区分（土木事業）

年度別の業務件数と対象事業の区分

図－ 11　CM方式のさらなる活用に向けた四つの取組

①　CM業務は定型業務ではなく，事業ごとに導入
目的が異なるため，業務内容や役割分担，何を期
待するのかを特記仕様書に記載するなどにより明
確にすること。

②　CM業務を採用した場合でも，最終的な判断や
意思決定は発注者が行う必要があることを発注者
が十分に理解し，その上で，プロジェクトに関係
する設計会社，施工会社も含めた責任の範囲やあ
り方を，事業開始時に整理しておくこと。

③　設計会社，施工会社などの事業関係者から理解
や協力を得られるように，関係者間の連絡体制，
協力体制を構築しておくこと。

④　CMRの持つノウハウや技術力を最大限に引き出
すためには，日々の情報共有を大切にしながら，
発注者の考えをタイムリーかつ正確にCMRに伝
達すること。

⑤　委託料見積りの妥当性の判断に際しては，段階
別に見積りを細分化するなどして確認し，業務の
有効性についての説明責任を果たすことを意識し
て，成果の見える化などの工夫を行うこと。

図－ 10　公共事業における CM方式活用のポイント
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